
令和７年度前橋市耕作放棄地作付促進事業奨励金交付要項 

 

令和７年４月１日から適用 

取扱担当課 

前橋市役所農政課（７階）       

電 話 ０２７－８９８－６７０３ (直通) 

０２７－２２４－１１１１（内線３７０３） 

電子メールアドレス nousei@city.maebashi.gunma.jp 

 

この奨励金の交付目的、内容、交付手続等は、次のとおりです。 

交付目的 前橋市耕作放棄地再生利用事業を活用し、昨年度又は今年度に再

生した農地で農作物を生産する農業者等に対し、営農定着を促進す

るための奨励金を交付するものです。 

内

容 

奨励対象者  前橋市耕作放棄地再生利用補助事業を活用し、令和６年４月１日

から令和８年２月末日までに再生した農地において、令和７年度農

作物を生産する農業者等 

 なお、次に掲げる暴力団排除に関する要件全ての事項に該当する

こととします。 

１ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平

成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以

下同じ。）でないこと。 

２ 暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう以下同

じ。）でないこと。 

３ 暴力団員によりその事業活動を実質的に支配されている者で

ないこと。 

４ 暴力団員によりその事業活動に実質的に関与を受けている者

でないこと。 

５ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に

損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなど

している者でないこと。 

６ 暴力団又は暴力団員に対して資金を提供し、又は便宜を供与す

るなど直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は

関与している者でないこと。 

７ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを不当に

利用している者でないこと。 

８ 暴力団員と密接な交友関係を有する者でないこと。 

 

交付の対象

となる事業 

前橋市耕作放棄地再生利用事業を活用し、昨年度又は今年度に再

生した農地で農作物を作付けし、令和８年２月末日までに作付状況

が確認できる場合とします。 

交付金額等  交付金額  ５００，０００円以内 

 交付単価  ２０，０００円／１０a（10 ㎡未満切り捨て） 

交付金額は再生作業を実施した面積のうち、実際に作付けできた



面積から算出します。 

交付条件 

 

１ 奨励対象者は、事業の遂行に関する報告及び実地調査に応じる

ことを求められた場合は、これに応じなければなりません。 

２ 奨励対象者は、事業に係る収入及び支出を明らかにした書類、

帳簿等を常備し、事業終了後５年間保存し、提出を求められた場

合は、これに応じなければなりません。 

３ 奨励対象者は、前橋市補助金等交付規則（平成１０年前橋市規

則第３４号）、この交付要項及び交付決定通知に付された交付条 

件を遵守し、事業を行わなければなりません。 

交

付

手

続

等 

交付申請の

方法、時期等 
作付け完了後、次の書類により申請してください。なお、押印

は省略することが可能です。また、押印を省略した場合は、電子

メールによる提出も可能です（請求も同じです。）。 

１ 奨励金交付申請書兼誓約書 

２ 作付状況の確認ができる書類（位置図や写真等） 

【注】押印を省略した場合は、書類の真正性を担保するため、必

要に応じ、電話等で確認を行う場合があります。 

交付決定の

時期等 

申請書類等の審査や必要に応じて実地調査を行い、受理した日か

ら３０日以内に、奨励金の交付の可否、金額等を決定し、奨励金交

付決定通知書により通知します。 

請求の方法

支払時期等 

１ 交付決定後、次の書類により請求してください。 

(1) 奨励金交付請求書 

(2) その他参考となる書類 

２ 上記請求書の内容を確認し、受理した日から３０日以内に支払

います。 

交付決定の

取消し又は

奨励金の返

還 

 

 

 

 

１ 次の場合は、奨励金の交付決定の全部又は一部が取り消され 

ます。 

(1) 偽りその他不正の手段により奨励金の交付決定又は交付を  

  受けたとき。 

(2) この要項、奨励金の交付決定の内容及びこれに付した条件に

違反したとき又は市長の指示に従わなかったとき。   

２ 上記の規定は、奨励金の額が確定した後においても適用されま

す。 

３ 次の場合は、指定された期限までに奨励金を返還しなければな

りません。 

 (1) 奨励金の交付を受けた後、奨励金の交付決定を取り消された

場合、取消しに係る部分の金額 

 (2) 奨励金の交付を受けた農業者等が、利用権設定等を受けた対

象農地を５年に満たない期間で返還し、農業上の利用が５年以

上継続されなくなったとき。ただし、次の各号の場合は除く。 

  ア 災害により対象農地が崩壊した場合 

  イ 公用公共の用に供するための買収が行われた場合 



  ウ 利用権設定等を受けた者の死亡等による場合 

  エ 利用権等が設定された対象農地が５年に満たない期間で

返還された場合でも、相当以上の期間を置かず、別の農業者

等により農業上の利用が継続される場合。 

申請書等の

様式 

１ 奨励金交付申請書兼誓約書（様式第１号） 

２ 奨励金交付決定通知書（様式第２号） 

３ 奨励金交付請求書（様式第３号） 

４ 奨励金交付決定取消及び返還通知書（様式第４号） 

 


